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越
中
富
山
で
発
行
さ
れ
て
い
た
『
富
山
日
報
』
（
明
治
一
＝
年
七
月
に
立
憲
改
進
党
の
機
関
紙
と
し
て
発
刊
、
前
身
は
『
中
越
新
聞
』
）
の
明
治

四
三
年
二
月
二
五
日
（
第
八
三
三
「
号
）
お
よ
び
二
六
日
（
第
八
三
三
｝
号
）
の
第
三
面
に
、
連
載
「
県
下
名
士
の
書
生
時
代
」
の
一
つ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

し
て
、
明
治
法
律
学
校
出
身
の
代
言
人
《
武
部
其
文
》
の
回
顧
録
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

　
武
部
其
文
は
、
文
久
二
（
一
八
六
二
）
年
二
月
に
、
旧
加
賀
藩
十
村
役
で
、
明
治
一
六
年
富
山
県
会
初
代
議
長
を
務
め
た
武
部
尚
志
（
文

政
一
二
年
～
明
治
四
四
年
）
の
二
男
と
し
て
生
ま
れ
、
そ
の
弟
で
富
山
県
会
議
員
で
あ
っ
た
武
部
堅
の
養
子
と
な
っ
た
。
二
松
学
舎
・
明
治

法
律
学
校
に
学
ん
だ
の
ち
、
明
治
一
八
年
八
月
に
、
金
沢
に
お
い
て
代
言
免
許
を
取
得
し
、
富
山
で
代
言
活
動
を
行
っ
た
。
干
渉
選
挙
と

し
て
著
名
な
、
二
五
年
二
月
の
第
二
回
衆
議
院
議
員
選
挙
（
富
山
第
四
区
）
で
は
、
北
陸
自
由
党
か
ら
出
馬
し
、
改
進
党
の
島
田
孝
之
を

破
っ
て
一
度
は
当
選
し
た
が
、
二
六
年
六
月
に
当
選
無
効
訴
訟
が
確
定
し
て
失
職
、
同
年
五
月
一
日
に
弁
護
士
登
録
し
、
初
代
の
富
山
弁

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

護
士
会
長
と
な
っ
た
。
そ
の
後
、
第
一
一
回
衆
議
院
議
員
選
挙
に
当
選
、
昭
和
四
年
四
月
一
二
日
に
死
去
し
て
い
る
。
実
弟
の
季
逸
は
、
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旧
加
賀
藩
十
村
役
の
金
山
家
の
養
子
と
な
り
、
東
京
帝
国
大
学
か
ら
検
事
畑
を
歩
み
、
長
崎
・
東
京
・
大
阪
控
訴
院
検
事
長
な
ど
を
務

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヨ
　

め
、
大
阪
地
方
裁
判
所
検
事
正
の
と
き
（
大
正
一
四
年
）
「
松
島
遊
廓
移
転
事
件
」
を
担
当
し
た
こ
と
で
知
ら
れ
て
い
る
。

　
武
部
の
紹
介
は
こ
れ
位
に
と
ど
め
、
若
き
日
の
回
顧
録
を
翻
刻
し
て
お
こ
う
。

★

★

★

県
下
名
士
の
書
生
時
代
（
1
8
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
前
代
議
士
弁
護
士
　
武
部
其
文
君

東
京
へ
出
な
い
前
は
富
山
の
岡
田
呉
陽
さ
ん
の
塾
に
入
り
ま
し
た
、
そ
の
頃
塾
は
泉
町
に
あ
つ
た
の
で
岩
城
隆
直
さ
ん
、
漆
間
民
夫
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ん
等
と
同
窓
で
す
、
当
時
富
山
で
学
校
と
名
の
付
く
の
は
師
範
学
校

法服姿の武部其文（壮年期）

丈
で
其
他
は
岡
田
塾
と
小
西
屋
が
あ
つ
た
ば
か
り
で
す
、
私
は
十
五

歳
に
入
つ
て
四
年
間
漢
学
を
や
り
ま
し
た

　
十
九
の
歳
に
な
る
と
法
律
を
研
究
し
や
う
と
思
つ
て
東
京
に
上
り

ま
し
た
、
そ
れ
は
明
治
十
六
年
の
事
で
当
時
富
山
で
法
学
を
や
る
者

と
て
あ
ま
り
無
か
つ
た
で
す
、
最
も
入
江
鷹
之
助
さ
ん
が
学
校
か
ら

出
た
時
分
で
富
山
へ
来
て
居
ま
し
た
が
、
磯
部
四
郎
さ
ん
は
仏
蘭
西

に
留
学
中
だ
つ
た
と
思
ま
す
、
汽
車
の
無
い
旅
で
す
か
ら
東
京
へ
出

る
迄
七
日
間
も
費
し
ま
し
た
、
さ
て
上
京
し
て
見
る
と
思
は
し
い
法
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H

律
学
校
が
見
当
り
ま
せ
ん
、
そ
こ
で
一
先
づ
三
島
［
毅
、
号
中
洲
］
さ
ん
の
二
松
学
舎
に
学
籍
を
置
く
事
と
致
し
ま
し
た
、
佐
木
［
龍
次

郎
］
弁
護
士
が
同
学
舎
に
居
ら
れ
た
の
は
其
頃
で
す

　
そ
れ
か
ら
半
歳
許
り
居
ま
す
と
、
初
め
て
明
治
大
学
の
前
身
明
治
法
律
学
校
が
麹
町
区
に
設
け
ら
れ
ま
し
た
、
当
時
皇
太
子
殿
下
の
御

養
育
主
任
で
あ
つ
た
中
山
侯
爵
の
邸
前
で
明
治
十
七
年
の
一
月
の
事
で
、
私
が
入
学
し
た
の
は
同
年
の
四
月
で
す
、
明
治
の
校
長
は
宮
城

［
浩
蔵
］
さ
ん
、
講
師
は
西
園
寺
［
公
望
］
侯
を
初
め
岸
本
［
辰
雄
］
、
一
ノ
瀬
［
勇
三
郎
］
、
熊
野
［
敏
三
］
な
ど
云
ふ
何
れ
も
仏
蘭
西

か
ら
帰
り
が
け
の
三
十
代
の
先
生
ば
か
り
で
す
、
何
分
ま
だ
民
法
が
司
法
省
で
編
纂
中
の
頃
で
刑
法
や
治
罪
法
さ
へ
漸
く
施
行
さ
れ
る
と

云
ふ
時
代
で
す
か
ら
、
教
授
は
凡
て
筆
記
許
り
、
随
つ
て
其
後
私
等
の
筆
記
が
出
版
さ
れ
て
世
に
行
は
る
と
云
ふ
訳
で
し
た
、
現
に
宮
城

さ
ん
の
刑
法
講
義
は
私
等
の
学
校
で
聴
き
取
つ
た
筆
記
帳
が
出
版
さ
れ
た
の
で
す

　
明
治
の
寄
宿
舎
に
は
学
生
が
三
百
人
も
居
ま
し
た
、
そ
れ
が
何
れ
も
相
応
の
年
齢
の
も
の
で
し
た
が
、
寄
宿
生
活
の
乱
雑
な
不
規
律
な

事
は
お
話
に
な
ら
ぬ
位
で
し
た
、
杉
坂
［
昆
明
］
弁
護
士
は
私
の
入
つ
て
間
も
な
く
同
校
へ
入
つ
て
来
た
人
で
す

　
明
治
法
律
に
私
が
入
つ
て
居
ま
し
た
時
代
の
学
生
界
に
は
演
説
が
大
変
に
流
行
つ
た
も
の
で
す
、
浅
草
の
井
生
村
楼
に
月
に
二
回
許
り

国
友
会
と
云
ふ
演
説
会
が
開
か
れ
て
馬
場
辰
猪
な
ど
の
諸
君
が
学
生
間
に
大
い
に
歓
迎
さ
れ
ま
し
た
、
そ
こ
で
或
る
年
の
暑
中
休
暇
に
三

十
日
許
り
同
窓
生
が
寄
宿
に
籠
城
し
て
演
説
の
稽
古
を
す
る
事
に
な
り
、
毎
日
午
後
二
時
か
ら
一
人
に
二
十
分
宛
の
演
説
を
や
り
ま
し
た

　
勿
論
他
人
の
聴
か
ぬ
演
説
会
で
す
か
ら
演
題
の
如
き
は
黒
板
に
出
放
題
に
書
い
て
傍
若
無
人
の
大
気
焔
を
吐
く
の
で
す
、
真
面
目
な
も

の
は
一
人
も
な
く
て
何
れ
も
天
下
国
家
を
呑
ん
で
か
・
つ
た
政
治
論
で
す
か
ら
堪
ら
ぬ
、
何
時
し
か
こ
の
事
が
警
視
庁
に
聴
へ
た
さ
う

で
、
校
長
か
ら
今
後
政
治
演
説
は
さ
せ
ぬ
様
に
と
注
意
を
受
け
ま
し
た

　
そ
ん
な
訳
で
愉
快
な
明
法
も
十
七
年
の
一
月
に
卒
業
し
そ
の
後
尚
半
歳
許
り
東
京
に
遊
ん
で
居
ま
し
た
が
、
十
八
年
に
帰
つ
て
金
沢
の

地
方
裁
判
所
で
代
言
人
の
試
験
を
受
け
同
年
の
八
月
一
日
に
免
許
状
を
受
け
ま
し
た
、
私
の
代
議
士
と
な
つ
た
の
は
第
三
第
四
両
議
会
で
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し
た
が
、
明
法
の
校
長
宮
城
さ
ん
も
そ
の
頃
、
代
議
士
を
し
て
居
ま
し
た
が
二
十
五
年
に
宮
城
さ
ん
が
亡
く
な
つ
た
筈
で
す
、
私
の
在
京

し
て
居
た
頃
越
中
出
身
の
学
生
は
実
に
数
へ
る
程
し
か
居
な
か
つ
た
も
の
で
す
、
之
等
の
学
生
が
越
中
会
と
云
ふ
も
の
を
組
織
し
て
月
に

一
回
宛
茶
話
会
を
開
き
ま
し
た
が
、
法
学
生
医
学
生
、
美
術
学
生
な
ど
い
ろ
く
な
専
門
の
学
生
が
集
つ
て
二
十
名
に
充
た
な
か
つ
た
位

で
す

　
兎
に
角
私
の
学
生
時
代
は
殆
ん
ど
明
治
法
政
史
の
初
期
の
や
う
な
も
の
で
、
富
山
へ
代
言
人
に
な
つ
て
来
る
と
、
江
守
［
精
二
さ
ん

と
杉
坂
さ
ん
位
ほ
か
同
業
者
が
な
か
つ
た
も
の
で
す
云
々

★

★

★

明
治
法
律
学
校
が
開
校
さ
れ
た
の
は
明
治
一
四
年
一
月
で
あ
り
、

晩年の其文

　
当
時
は
岸
本
辰
雄
・
宮
城
浩
蔵
・
矢
代
操
の
三
人
に
よ
る
幹
事
制

で
、
校
長
職
は
置
か
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
（
二
一
年
八
月
か
ら
校
長
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
　

副
校
長
制
が
と
ら
れ
、
校
長
に
は
岸
本
が
就
い
た
）
、
磯
部
四
郎
は
二
年

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ら
　

一
二
月
に
帰
国
し
て
い
る
こ
と
な
ど
、
右
の
回
顧
録
に
は
、
武
部
が
明

治
法
律
学
校
へ
入
学
す
る
前
後
の
記
述
に
、
明
ら
か
な
誤
り
が
散
見
さ

れ
る
。
草
創
期
の
学
籍
記
録
が
残
存
し
て
い
な
い
た
め
、
武
部
が
明
治

法
律
学
校
に
入
学
し
た
正
確
な
年
月
は
不
明
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ら
　

い
が
、
］
七
年
一
月
に
卒
業
し
た
こ
と
は
確
か
な
よ
う
で
あ
り
、
ま

た
、
宮
城
浩
蔵
の
講
義
を
、
五
味
武
策
・
豊
田
鉦
太
郎
・
安
田
繁
太
郎
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n

と
と
も
に
筆
写
し
、
一
七
年
五
月
に
、
『
刑
法
講
義
』
と
し
て
刊
行
し
た
こ
と
、
郷
里
に
戻
り
、
同
年
八
月
に
金
沢
で
代
言
免
許
を
取
得

し
た
事
実
は
、
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
文
中
に
登
場
す
る
人
物
の
う
ち
、
佐
木
龍
次
郎
・
杉
坂
昆
明
・
江
守
精
一
に
つ
い
て
言
え
ば
、
江
守
は
明
治
一
〇
年
に
石
川
県
で
代
言

免
許
を
得
た
北
陸
地
方
に
お
け
る
代
言
人
の
草
分
け
的
存
在
で
あ
り
、
佐
木
と
杉
坂
は
、
武
部
よ
り
年
長
な
が
ら
、
明
治
法
律
学
校
に
は

武
部
に
遅
れ
て
入
学
（
両
名
と
も
卒
業
は
し
て
い
な
い
）
、
杉
坂
は
明
治
一
八
年
一
月
（
富
山
）
、
佐
木
は
一
＝
年
七
月
（
東
京
）
に
代
言
免
許

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

を
取
得
、
と
も
に
、
富
山
で
代
言
活
動
を
行
っ
た
。

　
ち
な
み
に
、
『
帝
国
弁
護
士
録
』
（
明
治
二
六
年
七
月
刊
）
に
よ
る
と
、
富
山
弁
護
士
会
発
足
当
時
（
明
治
二
六
年
六
月
現
在
）
の
会
員
は
、

　
　
　
　
石
崎
貞
一
、
稲
田
健
正
、
服
部
猛
彦
、
大
道
磯
松
、
大
菅
要
之
助
、
亀
田
外
次
郎
、

　
　
　
　
武
部
其
文
（
会
長
）
、
高
井
晋
平
、
鶴
見
武
三
郎
、
柳
田
安
太
郎
、
山
岸
佐
太
郎
、

　
　
　
　
丸
山
七
孝
、
船
田
虎
次
郎
、
江
守
精
一
、
江
上
亀
次
郎
、
佐
藤
義
彦
、
佐
木
龍
次
郎
、

　
　
　
　
齋
藤
良
造
、
須
田
義
章
、
杉
阪
昆
明
、
杉
江
重
義
、
住
田
脩
吉

の
二
二
名
で
あ
り
、
こ
の
う
ち
、
明
治
法
律
学
校
で
学
ん
だ
こ
と
が
確
認
で
き
る
者
（
ゴ
チ
ッ
ク
）
は
少
な
く
と
も
二
名
で
、
半
数
を

占
め
て
い
る
。

　
参
考
ま
で
に
、
明
治
四
五
年
七
月
現
在
の
会
員
は
、

　
　
　
　
大
野
赴
夫
、
大
菅
要
之
助
、
亀
田
外
次
郎
、
吉
武
静
夫
、
武
部
其
文
、
高
井
晋
平
、

　
　
　
　
野
村
嘉
六
、
柳
　
四
郎
、
安
吉
一
雄
、
深
井
長
太
郎
、
深
海
樹
竪
、
江
守
精
一
、

　
　
　
　
佐
木
龍
次
郎
、
水
内
喜
作
、
森
田
幸
太
郎
、
杉
坂
昆
明

の
一
六
名
で
あ
り
、
明
治
法
律
学
校
関
係
者
は
六
名
（
四
割
弱
）
と
若
干
減
少
し
て
い
る
が
、
依
然
と
し
て
、
富
山
法
曹
界
に
お
い
て
明
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治
法
律
学
校
の
勢
力
が
大
き
か
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。
武
部
を
始
め
、
こ
う
し
た
明
治
期
富
山
に
お
け
る
明
治
法
律
学
校
出
身
法
曹
の
活

動
に
つ
い
て
は
、
未
だ
殆
ん
ど
知
ら
れ
て
お
ら
ず
、
今
後
も
継
続
し
て
調
査
を
進
め
て
い
く
予
定
で
あ
る
。

　
と
も
あ
れ
、
右
の
武
部
の
回
顧
録
か
ら
は
、
草
創
期
明
治
法
律
学
校
に
お
け
る
、
寄
宿
舎
生
活
の
不
規
律
さ
や
、
民
権
運
動
の
高
揚
の

な
か
政
論
演
説
会
で
気
炎
を
挙
げ
る
学
生
た
ち
の
様
子
が
窺
わ
れ
て
興
味
深
い
。

注

（
1
）
　
『
富
山
日
報
』
の
閲
覧
に
あ
た
っ
て
は
、
富
山
県
立
図
書
館
お
よ
び
高
岡
市
立
中
央
図
書
館
「
北
日
本
新
聞
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
」
の
お
世
話
に

　
　
な
っ
た
。
な
お
、
富
山
県
に
お
け
る
諸
新
聞
の
発
行
状
況
や
政
治
的
性
格
に
つ
い
て
は
、
『
北
日
本
新
聞
社
八
十
五
年
史
』
（
北
日
本
新
聞
社
、

　
　
一
九
六
九
年
）
や
『
北
日
本
新
聞
社
百
二
十
年
史
』
（
北
日
本
新
聞
社
、
二
〇
〇
四
年
）
な
ど
に
詳
し
い
。

（
2
）
　
武
部
家
に
つ
い
て
は
、
「
御
扶
持
人
十
村
　
武
部
家
（
井
波
）
」
（
『
越
中
百
家
』
下
巻
、
富
山
新
聞
社
、
一
九
七
四
年
）
一
九
～
二
四
頁
、
武

　
　
部
保
人
『
加
賀
藩
十
村
ノ
ー
ト
』
（
桂
書
房
、
二
〇
〇
一
年
）
が
詳
し
い
。
武
部
其
文
の
経
歴
に
つ
い
て
は
、
松
本
哲
泓
「
富
山
県
の
裁
判
所

　
　
の
歴
史
」
（
『
富
山
県
弁
護
士
会
々
報
』
第
二
五
号
、
二
〇
〇
七
年
三
月
）
四
五
頁
、
な
ど
参
照
。

　
　
　
な
お
、
島
田
孝
之
と
武
部
其
文
が
争
っ
た
当
選
無
効
訴
訟
の
経
過
と
意
義
に
つ
い
て
は
、
村
上
一
博
「
衆
議
院
議
員
選
挙
と
砺
波
ー
干
渉
選

　
　
挙
と
当
選
無
効
訴
訟
1
」
（
平
成
二
〇
〇
四
～
二
〇
〇
七
年
度
科
学
研
究
費
補
助
金
［
研
究
代
表
者
・
村
上
一
博
］
研
究
成
果
報
告
書
『
近
代

　
　
日
本
地
域
自
治
の
軌
跡
ー
村
と
「
む
ら
」
の
法
史
学
的
分
析
1
』
二
〇
〇
八
年
三
月
）
参
照
。

（
3
）
　
前
田
英
雄
「
鬼
検
事
の
異
名
を
と
っ
た
司
法
次
官
金
山
季
逸
」
（
『
越
中
人
諌
』
第
一
八
号
［
法
曹
］
、
チ
ュ
ー
リ
ッ
プ
テ
レ
ビ
、
一
九
九
九

　
　
年
）
参
照
。

（
4
）
　
草
創
期
明
治
法
律
学
校
の
講
義
科
目
や
担
当
者
に
つ
い
て
は
、
『
明
治
大
学
百
年
史
』
第
一
巻
史
料
編
1
（
明
治
大
学
、
一
九
八
六
年
）
九

　
　
五
頁
以
下
、
『
同
』
第
三
巻
通
史
編
1
（
明
治
大
学
、
一
九
九
二
年
）
一
四
三
頁
以
下
、
村
上
一
博
編
『
日
本
近
代
法
学
の
揺
藍
と
明
治
法
律

　
　
学
校
』
（
日
本
経
済
評
論
社
、
二
〇
〇
七
年
）
、
同
編
『
日
本
近
代
法
学
の
先
達
　
岸
本
辰
雄
論
文
選
集
』
（
日
本
経
済
評
論
社
、
二
〇
〇
八
年
）

　
　
な
ど
参
照
。

（
5
）
　
富
山
出
身
の
法
律
家
と
言
え
ば
、
「
日
本
近
代
法
学
の
巨
壁
」
磯
部
四
郎
が
著
名
で
あ
る
（
村
上
↓
博
編
『
磯
部
四
郎
論
文
選
集
』
信
山
社
、

　
　
二
〇
〇
五
年
、
平
井
一
雄
・
村
上
一
博
編
『
磯
部
四
郎
研
究
』
信
山
社
、
二
〇
〇
七
年
、
な
ど
参
照
）
。

一373一

草
創
期
明
治
法
律
学
校
出
身
の
代
言
人
《
武
部
其
文
》
の
回
顧
録
（
村
上
）



明
治
大
学
人
権
派
弁
護
士
研
究

H

（
6
）
　
村
上
一
博
「
明
治
法
律
学
校
出
身
の
代
言
人
群
像
　
至
明
治
二
六
年
1
」
（
『
法
律
論
叢
』
第
六
八
巻
六
号
、
一
九
九
六
年
三
月
）
一
＝
二
頁
。

（
7
）
　
富
山
に
お
け
る
代
言
人
お
よ
び
弁
護
士
に
つ
い
て
は
、
第
二
次
世
界
大
戦
の
空
襲
に
よ
っ
て
市
街
地
が
壊
滅
的
な
打
撃
を
蒙
っ
た
こ
と
も
あ

　
り
、
調
査
研
究
は
進
展
し
て
い
な
い
が
、
と
り
あ
え
ず
、
『
富
山
県
弁
護
士
会
の
歩
み
』
（
富
山
県
弁
護
士
会
、
一
九
七
七
年
）
お
よ
び
、
松
本

　
哲
泓
・
前
掲
「
富
山
県
の
裁
判
所
の
歴
史
」
を
参
照
。

【
追
記
】

本
稿
で
紹
介
し
た
武
部
其
文
の
回
顧
録
は
、
篤
実
の
郷
土
史
家
で
あ
る
旧
知
の
栗
三
直
隆
氏
か
ら
ご
教
示
を
え
た
も
の
で
あ

る
。
ま
た
、
其
文
に
つ
い
て
は
、
栗
三
氏
の
仲
介
に
よ
り
、
武
部
家
本
家
筋
の
武
部
保
人
氏
、
お
よ
び
其
文
の
直
系
に
あ
た
る

武
部
正
毅
氏
か
ら
、
お
話
を
伺
う
機
会
を
え
た
。
両
氏
に
は
、
旧
東
砺
波
郡
高
瀬
村
三
清
（
現
南
砺
市
）
の
武
部
家
本
家
跡
地

に
案
内
い
た
だ
く
と
と
も
に
、
其
文
の
写
真
や
書
簡
な
ど
貴
重
な
資
料
も
提
供
い
た
だ
い
た
。
さ
ら
に
、
富
山
県
弁
護
士
会
の

会
史
や
会
誌
は
、
高
岡
市
の
鍛
治
富
夫
弁
護
士
の
ご
厚
意
に
よ
っ
て
入
手
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
各
位
に
厚
く
お
礼
を
申
し
上

げ
た
い
。

一374　一


